
令和５年２月15日

八尾市環境部

令和４年度 八尾市廃棄物減量等推進審議会資料



目 次

【はじめに】

・廃棄物の区分について Ｐ１

・一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）について Ｐ２－３

【報告事項】

・令和３年度のごみ処理量と組成分析の状況について Ｐ４ー６

・ごみ減量施策の取り組みについて Ｐ７－11

・基本計画における各目標の進捗状況について （別紙参考資料有）

【検討事項】

・今後のごみ減量施策について Ｐ12－17

【その他（情報提供等）】

・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律への
対応について Ｐ18－20

・リサイクルセンターオープンデーについて P21



１

（はじめに）廃棄物の区分について

市町村の責任で処理

産業廃棄物として規定される２０種類を除く廃棄物

事業者は、自らの責任において適正に処理する
ほか、市町村の「一般廃棄物処理計画」に従っ
て処理する必要がある。

市民は、市町村の「一般廃棄物処理計画」に
従って処理する必要がある。

家庭系ごみ

事業系ごみ
（事業系一般廃棄物）

一般廃棄物

産業廃棄物

廃

棄

物

し尿

※法：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
（廃棄物処理法）

排出事業者の責任で処理

工場や会社などから事業活動に伴って排出される

２０種類の廃棄物（法・政令で規定）



２

（はじめに）一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）について



３

（はじめに）一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）について

市町村は当該市町村の区域内で発生する一般廃棄物
の処理に関する計画を定めなければならない（法第6条）

一般廃棄物処理基本計画 一般廃棄物処理実施計画

◆いわゆる長期計画
◆一般的に５年から10年先を考慮して策定
（八尾市の計画は８年）
◆基本計画に定める事項

◆毎年策定し、当該年度に実施する具体的な施策
等について規定

①一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

②排出抑制のための方策に関する事項

③分別収集の種類や区分

④適正処理に関わる基本的な事項

⑤処理施設の整備に関する事項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第６条の２ 市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、
その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上
支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分し
なければならない。

一般廃棄物処理計画



４

報告事項１ 令和３年度のごみ処理量と組成分析の状況について

ごみ総処理量

72,028トン

家庭系ごみ（市収集）

50,967トン
可燃 43,454トン

臨時 553トン

不法投棄 4トン

埋立 400トン

資源物 1,828トン

容器包装プラスチック

直接持込ごみ

2,869トン

事業者 2,111トン

市民 758トン

事業系ごみ

18,192トン

許可業者 16,676トン

焼却工場搬入量

66,883トン

破砕残渣量

埋立処分量
（焼却灰：フェニックス）

10,012トン

資源収集量

3,909トン

集団回収等による

資源回収量

5,957トン

※１ 資源化率

資源収集量と集団回収等による資源回収量を足した量÷ごみ総処理量に集団回収等による資源回収量を足した量×１００から算出
(3,909+5,957)÷（72,028＋5,957）×100 = 12.65(%)

資源化量※１

9,866トン

官公庁 1,516トン

2,231トン

金属 687トン

ガラス 822トン

容器プラ 1,901トン

ペットボトル 467トン

小型家電等 33トン

紙類

金属類

ウエス等

5,560トン

53トン

344トン

資源化率

12.7％

埋立処分量

（埋立ごみ：最終処分地）

1,279トン

ペットボトル

複雑

危険物

616トン

956トン

69トン

Ｒ３実績

粗大 856トン



５

報告事項１ 令和３年度のごみ処理量と組成分析の状況について

【Ｒ３年度：可燃（燃やす）ごみの組成概要（湿重量比）】



報告事項１ 令和３年度のごみ処理量と組成分析の状況について

可燃（燃やす）ごみの組成【一般廃棄物（家庭系ごみ）組成分析結果より】

○資源化可能物の組成率が増加しており※2 、可燃（燃やす）ごみの約1/4を占めている。
→ 引き続きわかりやすい啓発やプラスチックごみ削減に向けた取組みが必要。

○生ごみ（食品ロス）は約５％ほど減少傾向にある。
生ごみ39.01％（1.70万ｔ）→34.71％（1.51万ｔ） 食品ロス17.60%（0.77万ｔ）→17.23％（0.75万ｔ）
→ 賞味期限についての正しい理解の促進や食べ残しの削減など、削減に向けた取組みが必要。

６

※1 食品ロス：本来食べられるのに捨てられる食品（食べ残し等）

令和２年度 可燃（燃やす）ごみの内訳（湿重量比）

※2 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う有価物集団回収の一時活動停止の影響も考えられる

38.85%

34.71%

26.44%
資源化可能物

生ごみ

その他

（リサイクルできない紙、
木・竹・わら類、プラスチック類
不燃類・粗大ごみ類など）

39.01%

21.15%
資源化可能物

生ごみ

【食品ロス ※１】

約17.23％ 約7,487トン

・手をつけていない食料品

4.8％
・食べ残し 12.4％

【資源化可能物】

・紙類等 ※2 15.14％

【生ごみ】
約 39.01％ 1.70万トン

令和３年度 可燃（燃やす）ごみの内訳（湿重量比）

・繊維類 2.06％

・合成樹脂類等 8.48％

（可燃類）

（不燃類）

・鉄・アルミ・ガラス類 0.76％

17.23%

令和２年度：可燃ごみ量（市収集）
４３,６１０トン

令和３年度：可燃ごみ量（市収集）
４３,４５４トン

約26.4％ 約1.14万トン

その他

（リサイクルできない紙、
木・竹・わら類、プラスチック類
不燃類・粗大ごみ類など）

39.84%

17.60％

【資源化可能物】

約21.2％ 約0.92万トン

（可燃類）

・紙類等 10.47％

・繊維類 2.98％

・合成樹脂類等 7.02％

（不燃類）

・鉄・アルミ・ガラス類 0.68％

【生ごみ】

約 34.71％ 1.51万トン

【食品ロス ※１】

約17.60％ 約7,675トン

・手をつけていない食料品
4.8％

・食べ残し 12.4％



大阪府市町村等海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金事
業を活用し、海洋ごみ抑制に係るプラスチックごみゼロに
向けた啓発内容を印刷した紙製エコバッグを作成。
市役所本庁舎ごみ袋配付窓口にて、転入者への指定袋の配
布の際に、海洋プラスチックごみ及び、マイバック、紙袋
の利用促進の啓発も合わせて配布・啓発を行い、プラス
チックごみの減量を図りました。
（作成・配付数：Ｒ２・３年度 各5,000）

大阪府からの補助金を活用した海洋プラスチックごみ削減に係る啓発物品の制作と活用

紙製エコバックの表面には、ハッピーアー
スデイ大阪（学生を主体とした環境活動団
体）のデザイン協力による、海洋プラス
チックごみが生態系に与える影響をデザイ
ンしており、裏面には、プラスチックごみ
削減と、マイバックの活用を促す啓発のデ
ザインを印字しています。

（転入者への配布の様子）

【紙製エコバックのデザイン】

（裏面）（表面）

７

報告事項２ ごみ減量施策の取り組みについて



年２回、全世帯に配付している家庭用指定袋基本
セット（Ｒ３前期（10月～３月の６ヶ月分））に、
海洋プラスチックごみ削減、プラスチックごみ削減
の啓発チラシを同封して配付しました。
海洋プラスチックごみ削減チラシのデザインは、紙
製エコバックと同様に、ハッピーアースデイ大阪の
学生によるデザイン協力によって作成しました。

家庭用指定袋基本セット（６カ月分）への啓発用ちらしの同封による周知啓発

【海洋プラスチック・プラスチックごみに係る啓発】

【食品ロスに係る啓発】

Ｒ３後期（Ｒ４年４月～９月の６ヶ月分）には、
食品ロス削減に関する啓発内容チラシを同封予定。
ごみ組成分析の結果から、八尾市内の家庭から排
出される可燃ごみの内、約40％が生ごみであるこ
とを周知するとともに、八尾市のめざす減量目標
も記載し、市民への周知啓発に努める。

８

報告事項２ ごみ減量施策の取り組みについて



【事業系ごみ搬入物検査の継続的な実施】

コロナ禍においても産業廃棄物等搬入不適物の搬入防止
のため、事業系一般廃棄物収集運搬業の許可業者に対して
搬入物検査を抜き打ちで実施しており、不適物が見受けら
れた場合は、許可業者及び排出事業者に適正処理等につい
て啓発・指導を行いました。

【令和３年度実績】
対 象：全許可業者（令和３年度末：27社）
※コロナ禍であるため通常時より回数を減らして実施

魚あら・揚げかすについて再生利用を促進し、
食品廃棄物の減量を図りました。

また、剪定くずについては令和４年度からの
資源化の実施に向けて令和３年度に検討を行い、
令和４年４月から再資源化を開始しました。

【令和３年度実績】
揚げかす再生輸送実績 ２.６ｔ
魚あら再生輸送実績 １９２ｔ

【資源化の促進】

搬入物検査の強化と検査結果に基づく減量・適正処理指導の実施

９

報告事項２ ごみ減量施策の取り組みについて



環境パートナーシップ協議会サソテナやお
（旧：環境アニメイティッドやお）との協働に
より、学校園へ講師の派遣を行った。

講師の方より、身近なごみの分別と３Rや絶滅危
惧種のニッポンバラタナゴを含めた生物多様性、
里山保全と木材利用について、児童や生徒にわ
かりやすくお話いただいた。

環境パートナーシップ協議会サソテナやお（旧：環境アニメイティッドやお）よる啓発

１０

報告事項２ ごみ減量施策の取り組みについて

【開催日】
令和３年10月18日（月）10月25日（月）

12月１日（水）12月14日（火）

【開催場所】
南山本せせらぎこども園
西郡そよかぜこども園
曙川小学校



新型コロナウイルスを想定した小学校等への環境教育・啓発活動について

１１

報告事項２ ごみ減量施策の取り組みについて

環境啓発（教育）事業の実施

収集運搬業務を担う環境事業課の職員が、市内の学校園やリサイクルセンターにおいて、ごみの分別・減量・排出
ルールに関する紙芝居、パッカー車を使用したごみ収集疑似体験等を行う出前講座を実施している。
また、地域行事等においては、啓発キャラクターを活用したごみの３Ｒに関する啓発活動等を実施している。
なお、令和３年度においては新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事業の実施を見送った。

実績：令和２年度５校（506名）⇒令和３年度 事業の実施見送り



１２

検討事項１ 今後のごみ減量施策について

ごみ処理量の推移

平成21年10月
ごみの８種分別・指定袋制
（可燃・資源・容プラ・埋立
複雑・ペットボトル・粗大・
簡易ガスボンベ・スプレー缶）
を全市域にて実施（袋６種類）

平成25年10月
粗大ごみ有料化の実施

平成28年10月
ごみの８種分別・新指定袋制
（可燃（45Ｌ⇒35Ｌへ変更））
（資源・複雑・埋立を兼用袋）
（容プラ・ペットボトルを兼用袋）
を全市域にて実施（袋３種類）

平成29年10月
指定袋（可燃）の形状変更

▲約19,400トン
（▲約21％）



検討事項１ 今後のごみ減量施策について

１３

〇新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、事業系ごみはＲ２年度以降、減少傾向で推移している。
〇家庭系ごみは、ほぼすべての区分で減少傾向にあり、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛に
伴う片付けごみ等の排出が一定落ち着きを見せ始めていることが考えられる。

〇近年のごみ処理量の推移（家庭系・事業系）
◆直近４年間の実績及びＲ４年１０月末までとＲ３年１０月末との比較

可燃ごみ 42796 43481 43610 43454 24878 25591 ▲ 713

容器包装プラ 2125 2129 2207 2231 1265 1311 ▲ 46

ペットボトル 557 564 592 616 412 406 6

資源ごみ 1926 1874 1942 1828 1025 1115 ▲ 90

複雑ごみ 997 1009 1145 956 477 590 ▲ 113

埋立ごみ 431 408 556 400 149 202 ▲ 53

危険物 61 61 68 69 36 39 ▲ 3

粗大ごみ 756 792 915 856 425 493 ▲ 68

臨時・不法投棄 822 637 545 557 442 346 96

直接持込 599 714 752 758 388 455 ▲ 67

※危険物は簡易ガスボンベ・スプレー缶。

許可業者 18223 18513 16952 16676 9873 9863 10

直接持込 3024 3556 3355 3627 1996 1964 32

※家庭系・事業系ともに小数点以下は四捨五入で作成。

※家庭系の危険物は簡易ガスボンベ・スプレー缶。

R３実績

（10月末時点）

R３実績

（10月末時点）

R４ーＲ３増減

（10月末時点）

R４ーＲ３増減

（10月末時点）

Ｒ２実績

Ｒ２実績

Ｒ４実績

（10月末時点）
Ｒ３実績

Ｒ３実績
Ｒ４実績

（10月末時点）

家庭系

（単位：トン）
H30実績 Ｒ１実績

事業系

（単位：トン）
H30実績 Ｒ１実績



■ごみ処理量の推移（平成27年～令和３年）

検討事項１ 今後のごみ減量施策について

家庭系ごみ 事業系ごみ

【事業系ごみ処理量の増減理由】
・H30.10：剪定枝の適正処理が進んだことによる増加。（H30～R1）
・R2・3年度：新型コロナウイルス感染症影響による減少。

【家庭系ごみの処理量の増減理由】
・H28.10：可燃用指定袋の大きさ変更 ４５Ｌ⇒３５Ｌ
・平成27年度と令和３年度との比較 約２３００トンの削減効果

１４

46000

47000

48000

49000

50000

51000

52000

53000

54000

55000

家庭系ごみ処理量の推移

19000

20000

21000

22000

23000

事業系ごみ処理量の推移（ｔ（トン））（ｔ（トン））



➤本市のごみ減量施策の現状について

【本市におけるごみ減量施策と課題】
・分別収集の実施、分別ルールの徹底
・８種分別指定袋制（８種分別・袋３種類）による分別排出
・環境教育・環境イベント時におけるごみの減量啓発
・生ごみの３きり運動の推進（使いきり、食べきり、水きり）
・食品ロス削減に係る啓発事業の推進

【各減量施策の充実・拡大】
・ペットボトル・食品トレイ等の回収ＢＯＸ未設置の市内事業者（スーパーマーケット等）への回収ＢＯX設置協力依頼
・市ＨＰおよびアプリ等を活用したごみ減量、３Ｒの推進に関する啓発
・ウィズコロナ・アフターコロナ時代のごみ減量施策の展開

■今後の家庭系ごみ減量施策の検討

１５

〈可燃ごみの組成（令和３年度）〉 ※令和３年度可燃ごみ総量43,454トン

約17.2％（約7,487トン）が食品ロス

約26.4％（約11,400トン）が資源化対象品目

【廃棄物を取り巻く状況の変化】
・国におけるプラスチック資源循環の取り組み
（レジ袋の有料化、製品プラスチックの回収・処理方法についての検討 など）

・本市におけるプラスチックごみ削減の取り組み
（プラごみゼロ宣言、ゼロカーボンシティやお宣言 など）

・新型コロナウイルス感染症防止の影響による生活様式の変化とこれに伴うと考えられるごみ排出の変化

検討事項１ 今後のごみ減量施策について



１６

・市政だより及び八尾市アプリ（やおっぷ）に有価物集団回収制度の記事、コンテンツの掲載、市役所本庁舎１階市民
ロビー案内モニターでの有価物集団回収制度の周知啓発の実施。（例年２月～３月）

・市役所本庁舎１階市民ロビー案内モニターにて食品ロス強化月間の周知啓発の実施。（例年10月実施予定）
・市政だより及び八尾市アプリ（やおっぷ）に食品ロス削減に関する記事、コンテンツの掲載。（毎年10月に掲載依頼）
・家庭用指定袋基本セット（６ヶ月分）に、食品ロス削減に関する啓発チラシを同封し、全世帯へ配布。（年１回）
・家庭用生ごみ処理機の販売事業者と協働での生ごみ削減に係る、取り組みの継続。

検討事項１ 今後のごみ減量施策について

【家庭系ごみの減量施策（継続して実施）】

有価物集団回収制度の周知啓発の推進

「食品ロス」及び生ごみ削減に係る対策をさらに推進する

ペットボトルの再資源化（ボトルtoボトル）の取り組みの推進

民間事業者との協働による、新たなペットボトル回収リサイクル事業（ＢtoＢ）の検討。

複雑ごみ・粗大ごみのリユース化の取り組みの推進

民間事業者との協働による、複雑ごみ・粗大ごみのリユース化推進事業の検討。

【家庭系ごみの減量施策（検討中）】

海洋プラスチックごみ削減にむけ、国の補助金制度を活用した啓発物品（紙製エコバック）による、転入者への啓発や
家庭用指定袋基本セット（半年分）へ海洋プラスチックごみ削減に係る啓発チラシを同封して配付（年１回）。

海洋プラスチックごみ削減



検討事項１ 今後のごみ減量施策について

剪定枝の資源化（チップ化）の実施

１７

適正区分・適正処理の徹底と減量の指導

事業系廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分され、それぞれ適正に処理される必要がある。
搬入物検査で産業廃棄物の混入が指摘された排出事業者に対して適正処理の指導啓発を行う。
また、事務所から出る紙ごみや段ボール等については、廃棄物の減量の観点から、継続して
リサイクルの指導を実施していく。

「食品ロス」対策をさらに推進する

スーパー等に対し、訪問や電話等により、産業廃棄物に当たるトレイやビニール袋などの廃
プラスチック類の適正処理について指導を行う機会を活用して、各店舗で取り組んでいる廃
棄物の処理の取組みの聞き取り調査を行うとともに、廃棄される食品残渣についてリサイク
ルの啓発を実施していく。

循環資源の再生利用を促進するため、市内から排出される剪定枝等について、資源化（チッ
プ化）によるリサイクルを令和４年度から実施している。
今後、チップ化処理のノウハウを蓄積しながら、安定的な処理を進めていく。

【事業系ごみの減量施策（継続して実施予定）】



プラ製品の設計を環境配慮型に転換

使い捨てプラをリデュース

排出されるプラをあまねく回収･リサイクル

①設計・製造段階

②販売・提供段階

③排出・回収・リサイクル段階

プラ製品の環境配慮設計に関する指針に即した環境配慮製品を
国が初めて認定し、消費者が選択できる社会へ

小売・サービス事業者などによる使い捨てプラの使用を合理化し、
消費者のライフスタイル変革を加速

あらゆるプラの効率的な回収・リサイクルを３つの仕組みで促進

⚫ 製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針（環境配慮設計指針）を
策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定します。

⚫ 国等が認定製品を率先して調達することやリサイクル設備を支援することで、認定
製品の利用を促します。

⚫ コンビニ等でのスプーン、フォークなどの、消費者に商品やサービスとともに無償で提
供されるプラスチック製品を削減するため、提供事業者に対し、ポイント還元や代
替素材への転換の使用の合理化を求める措置を講じます。

⚫ これにより、消費者のライフスタイル変革を促します。

⚫ 市町村が行うプラスチック資源の分別収集・リサイクルについて、容器包装プラス
チックリサイクルの仕組みを活用するなど効率化します。

⚫ 使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物
処理法上の許可を不要とする特例をします。

⚫ 産業廃棄物等のプラスチックについて、排出抑制や分別・リサイクルの徹底等の取
組みを排出事業者に求める措置を講じるとともに、排出事業者等の計画を国が
認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。

R100

リデュース 解体しやすい 素材代替

その他（情報提供等）
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律への対応について

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」

気候変動問題等の解決に貢献するプラスチックごみの排出削減とリサイクル促進を目的として、
令和３年６月１１日公布、令和４年４月に施行。

１８出典：環境省報道発表資料 【概要】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案



《現行のプラスチック収集・資源化フロー》

市 民 八尾市

（分別排出） （分別収集）
（一時保管）（異物除去）※２

（圧縮梱包）（保管）
（再商品化）

委
託

八尾市（リサイクルセンター）

（民間）
再商品化事業者

《市町村負担》
総額(※３)×1％

引
渡

容器包装プラ 容器包装プラ
再商品化

製品プラ 製品プラ 八尾工場焼却

可燃ごみとして
排出

残渣
330t（※1)

資源化量
1,901t（※1)

収集量
2,231t（※1)

その他（情報提供等）
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律への対応について

１９

※１ 令和３年度実績 ※２ 異物除去等の費用（委託費）は市町村負担 ※３ 再商品化費用の総額

本市における適用例

可燃ごみとして
収集



《 プラスチック一括回収の想定イメージ 》

２０

・プラスチックの一括回収は分別する市民にとって分かりやすく、プラスチック資源のリサイクル拡大
につながるという見解が国の方針では示されている。

・しかし、現時点では、製品プラスチックの再商品化に対応できる事業者が少なく、費用についても、
市町村負担がどの程度になるのか予測が難しい。

・日本容器包装リサイクル協会の引取基準によっては、市町村の異物除去作業が必要となり、リチウム
イオン電池などの異物混入による発火事故への対応も検討しなければならない。

・本市としては、今後、政省令の具体的な内容など国の動向を踏まえ、回収にかかる諸課題を見極めな
がら、プラスチックの削減や効果的・効率的な循環利用の実現に向けて積極的に取り組んでいく。

・また、すでに容器包装プラスチックを分別収集にて回収していることから、製品プラスチックについ
ても分別収集で回収した場合の、中間処理施設の設備等の問題についても検討を進めていく。

市 民

容器包装プラ

八尾市

製品プラ

中継施設等

容器包装プラ

製品プラ

その他（情報提供等）
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律への対応について

（一括排出） （一括回収）（一時保管・選別・破砕処理）

容器包装プラ

製品プラ

（民間）

再商品化事業者

《市町村負担》

再商品化委託料

総額(※)×１％

再商品化委託料
総額(※)×100％

※ 再商品化費用の総額

国が推奨する適用例



その他（情報提供等）リサイクルセンターオープンデーについて

【開催日 令和５年２月19日（日）】

普段は見学できないリサイクルセンター内のごみ投入
扉（縦５ｍ×横３ｍ）前のプラットフォームが見学で
きます。
また、構内で使用している車両展示（パッカー車・
フォークリフト等）も行います。

【同時開催イベント】
『木のぬくもりを感じよう！

Ｌｅｔ‘ｓＤＩＹどうぞのいす』

絵本「どうぞのいす」の読み聞かせと、「どうぞのいす」
を大阪産の木材を
使って製作する体験型ワークショップ

２１

リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」は、３Ｒの推進を中心に循環型社会の形
成にかかる啓発を行っており、平成21年５月のオープン後４年間は市直営で、その
後令和４年３月までは指定管理者による運営を行ってきたところです。
令和４年４月１日より、市直営での運営形態に変更し、脱温暖化対策を含めた環境
啓発の発信・充実に取り組んでいます。

■リサイクルセンターオープンデー■

【リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」について】


